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物流業界 におけ る3PLビ ジネスの研 究

中国進 出を している商社系 と船社系3PLを 中心 に

趙 宏 剛

1は じ め に

1985年 以 降 日系 メ ー カ ー を 中心 と した ア ジ ア で の 生 産 拠 点 シ フ トの 推 進 が急 速 的 に進 ん で

い る.2000年 度 末 にお け る 日本 企 業 の 海 外 現 地 法 人1)は14,991社 で,そ の 半 数(7,464社)を

占 め る 製 造 業 の 進 出 先 は,ア ジ アが60.1%,北 米19.8%,欧 州13.5%,そ の他6.6%と な っ て

お り,ア ジ ア の 占 め る割 合 が 一 番 高 い.

日本 を中 心 と して い る ア ジ ア貿 易 に対 す る 国 際 輸 送 を歴 史 か ら見 る と,2段 階 に分 け られ て

い る.第1段 階 の ア ジ ア に お け る従 来 の 輸 送 体 系 は,荷 主 が伝 統 的 な各 輸 送 段 階 の 事 業 者 との

個 別 契 約 締 結 の煩 雑 さで 不 便 か つ 不 効 率 で あ っ た.そ れ を 回 避 し,物 流 効 率 を向 上 す る た め に,

荷 主 の物 流 業 務 全 体 を運 営 す る だ け で な く,荷 主 の 側 に立 っ て 管 理 す る こ とま で 包 括 的 に 請 け

負 うサ ー ビ ス を有 す る3PL(Third Party Logistics)2)物 流 事 業 者 に ア ウ トソ ー シ ン グ を推 進 す

る よ う に な っ た.こ う して,第2段 階 と して,物 流 の 最 適 化 を 目指 して,一 貫 責 任 の 負 担 に よ

る複 合 輸 送 を行 う3PLビ ジ ネ ス が 主 流 とな っ た.

中 国 の 経 済 急 成 長 に よ っ て,日 中貿 易 は近 年 ほ ぼ 一 貫 して 大 幅 な増 加 を続 け て い る.中 国 か

らの輸 入 は,1990年 か ら2003年 まで の13年 間 に 金 額 ベ ー ス で 約6倍 に増 加 した.近 年,中 国

が 「世 界 の 工 場 」 と して の 地 位 を ま す ます 高 め て い る こ とや,日 本 の 製 造 業 が 中 国 進 出 を 進 め

て い る こ と に よ っ て,完 成 品 の 日本 へ の 逆 輸 入,中 国 か ら第3国 へ の 輸 出 は急 激 に伸 び て い る.

荷 主 で あ る 日本 の 製 造 業 者 や 流 通 業 者 の 中 国進 出 が 加 速 して い る の で,生 産 拠 点 や 流 通 拠 点 の

海 外 流 出 が 問 題 と な り,日 本 国 内 の 物 流 サ ー ビス の 需 要 を減 少 させ て い る.多 くの3PL事 業

者 は,国 内 物 流 で の 収 入 減 を補 っ て,国 際 輸 送 サ ー ビ ス で の 新 た な収 入獲 得 を 目指 し,荷 主 と

と もに 中 国 進 出 を 図 っ て い る.

1)現 地法人 とは,海 外子会社(日 本側出資比率50%以 上)お よび海外孫会社(日 本側出資比率10%以 上)

のことである(通 産省 『第27回 我が 国企業の海外事業活動』(大 蔵省印刷局,1997)に よる).

2)3PLはThird Party Logisticsの 略である。アメ リカで生 まれた概念で,荷 主の物流業務を包括的に請負,

経営戦略上,最 適になるように物流 システムを構築 し,業 務 を受託す る物流総合 アウ トソーシングサービ

スであ る.荷 主の立場 か らすれば,3PLビ ジネスの導入は物流部門に費や していた経費 人員,設 備 など

の経営資源を得意分野へ集 中に投 資す る,コ アコンピタンス戦略に注力で きることになる.
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各3PL事 業者は低運賃の提供で貨物を誘致 し,収 益基盤を拡大 しているので,競 争が一層激

しくなっている.本 稿では,中 国進出 している主要な商社系 と船社系3PLを 中心に検討を加

えなが ら,そ れぞれの現状 と抱えている問題点について分析 している.現 状の 日系3PL事 業

者が直面する問題 を明 らかにした上で,よ り良い物流システムを構築することにより,荷 主の

信頼を得,売 上を伸ばすのが目的である.

なお,文 章の構成は次のようになる.次 の第2節 で本研究の位置づけを明確にする.第3節

で3PL物 流 と従来の物流の違いを明 らかにした後 第4節 及 び第5節 では商社系 と船社系

3PLの 現状 と問題点について分析する.第6節 では,日 系3PL事 業者の今後の発展について,

輸送の需要側 と輸送の供給側の意見を取 り入れることができた.最 後の第7節 で結論と今後の

研究課題 を提示する.

2本 研 究の位 置づ け

村田素男の 『日本の物流業界における成長分野一3PLと 中国に活路一』では,次 のようなこ

とが述べ られている.日 本企業が中国に相次いで進出 している.日 本の3PL事 業者 もこれを

追いかけるように日本企業向けの中国国内物流サービスを拡大 している.た だ,ほ とんどの会

社が中国での売上が未だ連結売上高の10%に 満たない水準と推定 されることもあ り,日 本通運

など中国で長い歴史がある会社以外は,中 国事業が黒字化 していない会社が多い と推定される.

中国市場への対応次第で,3PL事 業者間の成長に差がつ くことも予想 されるため,今 度の動向

が大 きいに注 目される.

一方
,UFJ銀 行中国進出支援室事業調査部編の 『中国物流について一中国進出を検討する中

堅物流企業の示唆一』の中で,次 のように述べている.荷 主企業が中国進出を果たしているこ

とによって,日 系3PL事 業者にとって 「中国」の重要性が増 していることは疑 うべ くもない.

ただし,多 くの事業者が進出当初は,優 良荷主の獲得はきわめて困難であ り,ベ ースカーゴの

見込みが立たなく,進 出を見合わせた例が多い.そ して,低 価格 ・単純輸送を主体とした地場

物流企業との差異化 を図ってい くことが重要である.情 報能力を高め,サ ービスレベルアップ

をしなければならない.

以上の内容を踏まえて,筆 者は中国進出 している代表性のある商社系 と船社系3PLの 進出

現状 と今後の発展について,日 中間の取引を具体的に進めている輸送業務に係わる需要側 と供

給側の企業の トップ経営者 に個別にインタビューを行った.現 状の 日系3PL事 業者が如何 に

長期的荷主の信頼 を得,売 上 を伸ばしてい くことに検討を加 えなが ら,よ り良い物流システム

の構築 を試みた.
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33PL物 流 と従 来 の 物 流 の 違 い

3PLと い う言 葉 は,ア メ リ カ で ロ ジ ス テ ィ ク ス 業 務 の 外 注 化 とい う意 味 で1980年 代 の 中 頃

か ら後 半 に か け て 使 わ れ 始 め た.つ ま り,1988年 にCSCMP(Council　 of　Supply　 Chain　 Man-

agement　 Professionals,サ プ ラ イ チ ェ ー ンマ ネ ジ メ ン ト専 門 家 会 議)が 顧 客 サ ー ビス 調 査 を 行

い,そ の 中 で 初 め て サ ー ドパ ー テ ィプ ロバ イ ダ ー(ThirdPartyProviders)と い う言 葉 を 引 用

し,1989年 に そ の 調 査 報 告 書 が 出 る に 及 び,顧 客 サ ー ビ ス機 能 の 新 しい 見 方 と して 注 目を 浴 び

る よ う に な っ た.

図表1が 示 す よ う に,従 来 型 の 物 流 シス テ ム は荷 主 の要 求 す るサ ー ビス を切 り売 り し荷 主 の

指 示 に よ り行 う下 請 業 務 で あ る とい え る.こ れ に対 し3PLビ ジ ネ ス 事 業 者 は荷 主 の 物 流 業 務

全 体 を 運 営 す る だ け で な く,荷 主 側 に 立 っ て管 理 す る こ と まで 包 括 的 に請 け負 うサ ー ビ ス で あ

る とい え る.こ れ を引 き受 け る3PL事 業 者 は荷 主 のパ ー トナ ー と して 調 達 ・生 産 ・販 売 に 関 す

る情 報 と改 善 目標 を共 有 し,こ れ に 基 づ い て荷 主 の サ プ ラ イ チ ェ ー ンマ ネ ジ メ ン トの レベ ル

ア ップ を 目的 に最 適 な ロ ジ ス テ ィ ク ス ・オ ペ レー シ ョ ン と シス テ ム を提 案 ・構 築 し,荷 主 に 対

し責 任 を持 っ て 運 営 す る こ と に な る.

図表13PL物 流と従来の物流の違い

(出所)筆 者作成

4商 社 系3PL

日中貿易の拡大 と輸送の国際化を背景に対 してグローバルで きめ細かなサービスの実現が求

め られている.海 陸複合輸送を中心 としての国際複合輸送では,輸 送の一貫性,積 み替え ・荷

役の合理1生 輸送の迅速性,確 実性及び輸送 コス トの低廉化 を追求 してお り,重 要な役割を果

た している.

円高などを背景に,生 産拠点をアジア域内に,特 に中国に移 した日系 メーカーの工場では水

平分業の進展に伴って,現 地工場の生産が専門化 している.た とえば,ICは 中国の華南で,ブ



ラウン管はシンガポールで,組 み立てはマ レーシアやタイで,細 かい部品はインドネシアでと

い うような分業生産傾向になってきている.そ のため,各 工場で部品,半 製品の調達が必要と

なっている.生 産拠点 と部品調達地 とを迅速 ・正確 に結ぶため,貨 物(製 品)の 混載サービス

が求め られてお り,ア ジア域内での海上貨物混載ニーズが一気に高 まっている.そ こで 日系

3PL事 業者が大 きな役割を果た している.

従来,LCL3)貨 物の混載業務は倉庫業や陸運業などの輸送業者が扱っていたが,近 年,日 本

発着の国際複合輸送が活発になり,ま た中国を中心とした輸出入の混載貨物が急増しているた

め,商 社系 と船社系3PLも この分野に参入 しつつある(図 表2).こ うした実情で,コ ンテナ

貨物取扱 をめぐる国際輸送に携 わる業者間の競争がいっそう激 しくなっている.

図表2商 社系 ・船社系3PLの 中国進出状況(2003年 末時点)

香港 東北 華 北 華東 華 南 内陸部業種 企業名

香港 大連 北京 天津 上海 深セン 広州 重慶 西安

三菱倉庫 ● 一 △ 一 ● △ 一 一 一

商 社 三井倉庫 ● 一 一 △ ● △ 一 一 一

住友倉庫 ● △ △ 一 ● ●__△

日本郵船 ● △ △ △ ● △ △ 一 一

船 社 三井商船 ● △ △ 一 ● 一 ● 一 一

∫1【山奇謄く舟合 ● △ ● △ ● △ △ △ 一

記号の説明:「●」現地法人 「△」事務所 ・支店 「一」未進出.
(出所)蒼 蒼社,「中国進出企業一覧」

近年,日 系商社の多 くは,仲 介機能の低下や高コス ト体質 組織の硬直化など,企 業活動の

基本にかかわる問題に直面 している.日 系商社が市場競争に生 き残るため,従 来の 「総合主義」

か ら離れ,柔 軟性の回復 とコア機能の高度化を基本戦略 とした 「戦略的総合主義」に転換 し,

海外投資の推進,輸 送部門組織の見直し(物 流子会社への業務移管)な ど,利 益追求の姿勢 を

さらに強化する傾向が強 まっている.

商社が社内の輸送業務 を物流子会社に移管するケースが相次いでいる.子 会社移管の狙い

は,以 下の2点 が挙げ られる.

① 社内で蓄積 したノウハ ウやネットワークを生か して,外 部向け事業を拡大するための利

益作 り

② 実務作業や機能化 された業務を外部に集約 して合理化 し,コ ア事業へ集中する

商社の3PL事 業を中心 としている総合輸送事業会社の動 きを見 るため,代 表的 な商社系

3)LCL(Lessthan　 Container　load)日本語で 「小口貨物」という.
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3PLに 例を取 り上げてみ よう.

4-1三 菱商事

三菱商事が1987年 に輸送開発部を設置 したころか ら大手総合商社の運輸部門再編の動 きが

目立ちはじめ,受 け渡 し業務の分散および集中型への変更とともに,組 織の再編が繰 り返 され

ている.1997年10月 か ら輸送部門と子会社の再編が行われる一方,全 社的に「部門カンパニー

制」を敷いて組織展開を行った.同 社では特に運輸部門の事業化を含む全社的なリス トラに伴

う変化が見 られる.

三菱商事はここ数年,中 国の上海市や東南アジアを中心に輸送倉庫 と輸送会社 を積極的に設

立 している.

三菱商事の運輸部門の基本戦略は,国 内では社内貨物の運輸 保管業務の集約を図 り,荷 主

に競争力のあるサービスを提供することである.こ れに対 して拠点展開は,国 内外 における拠

点や企業 グループの拡大 を図るだけではな く,荷 主のニーズを取 り入れて独 自の情報 ネット

ワークを作 り上げる一方,世 界を結ぶ輸送拠点と情報ネッ トワークを整備 し,「点か ら面へ」の

取 り込みも視野に入れている.

4-2三 井物産

三井物産は1994年10月 の業務改革によって運輸本部を3つ の営業部と2つ の管理部門に分

けた.営 業部はそれまでの商品組織から商品別 ・機能重視型組織に移行した.新 体制では,運

輸第一部が輸出 ・3国間輸送(航 空貨物 を除 く),運 輸第二部が輸出 ・国内輸送と航空輸送,運

輸第三部が国内外の事業案件 と保険業務 を担当している.

三井物産の事業投資型は以下の2つ がある.

① 運輸ロジスティクス機能強化型

② 運輸事業追求型

前者は運輸インフラの整備 を意味 し,運 輸部門の本来の職務である営業支援の側面が強い.

最近の投資先 としては中国が多 く,上 海をはじめ,広 州,青 島,大 連 に輸送拠点を置 き,こ れ

か ら中国の内陸部へも輸送基地を拡大 し,ネ ットワーク化 を進めている.

同社は,国 内の川下輸送にも積極的に参入 し,3PL戦 略を展開しているが,海 外で も輸送事

業に関わる分野にも相当な力 を入れている.た とえば,中 国では大手建設会社 と広東省の深セ

ン ・塩田地区での輸送基地開発を計画し,上 海で三井倉庫 と,大 連で山九 と提携 し,総 合事業

および トラックネットワークの展開に取 り込んでいる.
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4-3丸 紅

丸紅輸送は,丸 紅の子会社である旧 「丸紅輸送」(国際 フォワーダー業),「丸紅エアエクスプ

レス」(国 際航空代理業)お よび 「丸紅フレイシステム」(倉 庫業)が 合弁 して設立された丸紅

の中核的輸送会社である.同 社 は,本 社のアウ トソーシング会社で,商 社系3PLと して初めて,

陸 ・海 ・空の全輸送モー ドを一体にした総合輸送会社である.こ の流れは,三 菱商事などほか

の商社 にも及んでお り,丸 紅が初である.

丸紅では,輸 送部門の若手管理職を中心に戦略会議を重ね,3PLを 中心 とする総合輸送会社

の設立 を目指す ことで計画が立てられた.

新会社が発足 した後,貿 易輸送 に加えて国内輸送にも力を入れている.「優れた国内輸送は

総合商社機能の一端を担える」という経営理念 を基に,大 阪 ・りんくう,千 葉 ・柏,川 崎およ

び神奈川 ・厚木の4ヵ 所に合計総面積14,000坪 の輸送センターが設けられていた.

丸紅輸送は世界中に650以 上の関連会社を擁 している.ア ジアを中心 に本社を取 り巻 く衛星

会社の数が増えている.同 社の輸送戦略はグループの輸送支援する輸送インフラ整備 という.

その目的は,丸 紅商事の事業活動を活発化させることである.

丸紅は中国での事業展開において,ダ イエーとの提携を視野に入れたグループの輸送支援 を

図っている.ま た同社は 「中国外運上海公司」などと提携 し,上 海市に倉庫 ・3PLビ ジネスを

手掛ける 「上海外紅国際輸送有限公司」と提携 している.ま た,「北京外紅国際輸送有限公司」,

「天津栄紅加工配錆有限公司」(倉庫 ・配送業)相 次いで設立した.こ のように,丸 紅は,中 国

沿海部 に倉庫を設ける一方,内 陸にも輸送拠点 を広げ,3PLビ ジネスを進めている.

4-4日 商岩井

日商岩井の輸送部門は職能第一グループに所属 している.1990年 代前半に管理部門が本部

製を廃止したことに伴い,輸 送本部から当グループに移行 した.運 輸部は完全に職能部門に位

置づけられるとともに,従 来型の商社運輸 として営業支援の役割を担い,経 費は関連する各営

業本部 に割 り振 られる.受 け渡 し業務はすでに子会社であるエヌアイロジスティクスに移管 し

てお り,コ ア機能だけを集約的に本社に残す方向で働いている.

日商岩井の国際輸送には,2つ の柱がある.1つ は営業部門に共通 した ものの流れを支援す

るコンテナ業務であ り,も う1つ は,自 動車メーカー という特定荷主 を対象 とした分野の輸送

である.

同社は日本国内では,総 合輸送サービスに携わるエヌアイ トランスポー トと輸出 ドキュメン

ト作成 を請け負 う日商岩井輸送グループの中核企業に位置づけ られ,輸 出計画の提案,一 般貨

物輸送,プ ラント輸送にかかわる海外のスーパーバイザー派遣などトータル ・サービスを行っ
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ている.

日商岩井の海外事業は,北 米,欧 州のほか,ア ジア地域においても活発である.中 国の山東

省に日中合併の 「山東山富国際輸送有限公司」 を設立 し,陸 送事業に乗 り出した.ま た,山 東

省の青島 ・煙台港内に冷凍冷蔵業などに携わる 「青島港盛国際輸送冷蔵有限公司」(日 商岩井,

宇野通商,中 村荷役,加 ト吉など7社 の出資),「 煙台港和国際輸送冷蔵有限公司」(日 商岩井,

宇野通商,中 村荷役,加 ト吉など7社 の出資)な どの3PL物 流子会社 を相次いで設立 した.国

際貨物輸送代理の免許を取得 し,倉 庫保管,ト ラック輸送などを行っている.

日商岩井の3PL物 流会社の基本戦略 としては,以 下の4点 が挙げられる.

① 中国への参入を重視 し,陸 上輸送を中心に輸送サービスを提供する

② 営業支援のための運輸機能の強化

③ 業務のアウ トソーシングによるコス ト削減

④ 営業機能の強化

4-5ま とめ

上述 した大手商社系3PLの メリットと抱 えている問題点 をまとめてみると,次 の通 りであ

る.

(1)メ リット

① 情報システムの構築が進んでいる

ほとんどの商社系3PLは 集荷力を高めるため,イ ンタネットの活用を基本 とした輸送シス

テムを開発 している.荷 主のニーズを取 り入れて独 自の情報ネットワークを作 り上げる一方,

世界を結ぶ輸送拠点と情報ネッ トワークを整備 し,「点から面へ」の取 り込み も視野に入れてい

る.

② 陸上輸送サービス力が高い

商社は海外支店等のネットワークを持ち,運 輸部門での豊富な人材 による輸送手配等の海外

業務の経験 を蓄積 している.こ のような状況の下で,商 社がノウハウを活か した形で設立 した

3PL物 流会社が陸上輸送競争力は比較的高い.

たとえば,三 井物産は,輸 送部門の本来の職務である営業支援の側面が強い.投 資先 として

は中国の上海をはじめ,広 州,青 島,大 連に輸送拠点を置 き,こ れから中国の内陸部へ も輸送

基地を拡大することにより,ネ ッ トワーク化が進んでいる.

また,丸 紅はここ数年,中 国を中心に輸送倉庫 ・輸送会社 を積極的に設立 している.同 社は

「中国外運上海公司」などと提携 し,上 海市 に3PLビ ジネスを手掛ける 「上海外紅国際輸送有

限公司」とも提携 している.ま た,「北京外紅国際輸送有限公司」,「天津栄紅加工配錆有限公司」

(倉庫 ・配送業)相 次いで設立 した.中 国沿海部に倉庫を設ける一方,内 陸にも浸透 している.
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③ 自営化を図 り,陸 上輸送のハー ドウェアを持つようになった

実の輸送手段(ト ラック,倉 庫)を 持ち,総 合的な輸送サービスを提供 し,集 荷力が強 くなっ

ている.た とえば,日 本通運が上海外高橋の倉庫(敷 地面積2万 平方メー トル)を 設立 し,自

営化に伴い,日 中間の混載サービスが拡大され,倉 庫が輸入混載仕分け業務の免許を取得 し,

自社倉庫内での荷捌 きが可能である.

一方 ,3PL事 業者の将来性 を展望 したことで,伊 藤忠商事と保管,仕 分け,包 装,通 関など

の総合的な輸送サービスを提供 している澁沢倉庫 とがはじめて共同出資で,合 弁会社の伊藤忠

エクスプレスを設立 した.澁 沢倉庫 は主要港湾において倉庫 などのハー ドウェアを持 ってい

る.ま た,港 湾施設その他の処理能力 と,倉 庫会社 としての最 も有力な トラック輸送組織 と輸

送拠点 を全国的に配置されている.そ れと,伊 藤忠商事はすでに定着 した国際的基盤を擁 して

いる.両 者の力を合わせることによって,能 率的な陸上輸送を中心 とした3PL物 流会社を設

立 した.

以上のように,商 社系3PLは,ハ ー ド・ソフ ト両面において輸送機能を基盤とし,外 部に対

し,ロ ジスティクス機能の提供,営 業力の強化,荷 主満足度の向上,集 荷力の高め及び収益基

盤の確立などを目指 している.

(2)抱 えている問題点

① 十分 な信頼 と評価を得 られていない

商社系3PLと しては,陸 上輸送を中心にサービス力が高まっている.一 方において,ア ジァ

における国際複合輸送,特 に日中間の複合輸送には海上輸送を中心 として行っているので,船

舶を持たなく,海 上輸送の経験が少ない商社系3PLは,船 社系3PLと 比べて知名度は乏 しい.

また,船 舶と航路などを利用 しなければならない,実 際の荷主企業から十分な信頼を得 られて

いないことは実情である.

②FCL4)の 取扱は困難 物流業者 としての活動領域が狭い

日中貿易の拡大に伴 って収益基盤を拡大するために,多 くの日系3PL事 業者が中国進出を

している.中 国へ進出 している日系企業のうち,大 手商社 とメーカーが多いため,商 社系3PL

が極めて多い.商 社系3PLは,貨 物の種類 を問わず,1コ ンテナ単位の運賃のため,小 口貨物

の混載差益 を狙ってLCLを 中心 として受け取っている.船 社 と比べて信頼性 と知名度が低い

ということで,FCLの 依頼が少ない.

商社系3PLの 取扱貨物はほとん ど親会社の貨物であ り,物 流業者 として取 り扱っているほ

かの貿易業者の貨物は非常に少ない.ま して親会社 と競争関係がある他社の貨物は取 り扱って

いない.こ れに関連 して,あ る商社 は「商社系3PLの 設立による国際複合輸送業務への進出は,

全物流領域へ侵入することを目指 したものではない,あ くまで も自社系列の輸送業務を行って

4)FCL(FullContainerLoad)日 本語で 「大口貨物」という.
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いる」 と述べている.物 流領域 を拡大する意図があるとしても,現 時点では,競 争関係に立つ

他社の貨物の集荷は困難であると考えられる.し か し,将 来においては,商 社系3PLが 物流分

野での収益拡大を目指 して,積極的な物流領域 を拡大することは十分に考えなければならない.

5船 社 系3PL

日本 にとって経済発展のためには海外諸国との輸出入貿易が不可欠である.特 に日中貿易が

急激な拡大とともに,貿 易 を物流面で支えている海陸複合輸送は必要 となってきている.

第4節 では,商 社系3PLの 現状についてまとめてみた.本 節では,日 系3PL事 業者の中で

最 も有力な船社系3PLの 誕生の背景 と現状について説明し,船 社系3PLの メリットと抱えて

いる問題点を明らかにする.

5-1船 社系3PLの 設立の背景

(1)海 運同盟の存在

海運同盟とは特定の定期船航路上において国籍の違う定期船社によって組織 された国際海運

カルテルである.言 い換えれば,船 腹量,す なわち,貨 物輸送サー ビスの供給量が貨物輸送サー

ビスの需要量以下である限り,船 社は船舶 という輸送手段 を持つ という強みから荷主に対 して

強い交渉力を発揮できる.

従来,国 際海上コンテナ輸送においてコンテナ船社は海運同盟の存在 によって,船 腹量の調

整=貨 物輸送サービスの供給量の制限とそれによる運賃の調整を行い,荷 主に対する強い交渉

力を確保 してきた.そ れ とともに配船港の決定の主導権を握 って きた.言 うまでもなく,船 社

は従来,海 上輸送サービスを担当する企業であり,し たがって,基 本的には港湾間(PorttoPort)

輸送に従事 してきた.

海運同盟が効力 を発揮 し,船 社が荷主に対 して強い交渉力を確保 してきた時期では,前 述 し

たコンテナ輸送活動 ・機能の集中 ・集荷要因に対応 して,コ ンテナ船社が自らにとってより有

利な配船港の選択及び配船スケジュールを決定できる状況にあったと言える.極 端に言えば,

かつて荷主は船舶が寄港する港に貨物 を持っていかなければならない.あ るいは取 りに行かな

ければならない立場であったと言える.

海運同盟が結成 された主たる目的は,秩 序ある運賃の維持 による定期船会社間の競争規制の

制限である.そ の利点は,以 下の5点 が挙げられる.

① 規則的配船

② 安定的かつ統一的運賃

③ サービスの向上
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④ 需要見通 しに基づ く計画的な航路維持

⑤ 総体的貿易促進に寄与する運賃負担原則に基づ く運賃タリフ設定

しかし,海 運同盟が行 う差別的 ・独占的利潤追求型の運賃設定や,競 争抑圧船による盟外船

競争の不当排除 余分なカルテル費用の荷主転嫁 などの弊害もある.

(2)構 造変化の要因

海運業界の構造変化 とともに海上輸送のサービスが向上 していた.海 運業界の構造変化には

い くつかの要因がある.な ぜ変化 しなければならないか,構 造変化につれて海上輸送サービス

はいかに向上 したか.ま た,ど んな新 しい問題点が生 じてきたか というのを構造変化の要因か

ら検討 してみよう.

1984年 米国海運法5)の 改正の内容は,二 重運賃の禁止,サ ービス と運賃の自由化,3PLの 正

式認知 といった点にある.

① 二重運賃の禁止

二重運賃制あるいは契約運賃製 とは,盟 外船 を利用せず,貨 物を同盟船に一手積みする契約

をした荷主に対 しては,契 約 しなかった荷主 より低運賃での輸送や船腹の確保を保証するとい

うものである.言 い換えれば,契 約荷主が盟外船 を利用することを禁 じ,違 反する場合は違約

金を払 うことを義務付けたもので,海 運同盟による盟外船の進出の対策として機能してきた.

しかし,法 改正によって二重運賃制あるいは一手積み契約は禁止 され,荷 主は起用船社を同

盟船社 に限定する必要がなくなった.そ の結果,盟 外船の進出に対 して,同 盟各船社は対抗策

の1つ を失った.

② サービスと運賃の自由化

新海運法では,大 口貨物 を持っている大荷主にとって有利な割引運賃を提供することのでき

る諸制度が認められた.具 体的なものとしては以下の ものがある.

サービス ・コントラク トは同盟または盟外船が一定期間に一定量以上の大口貨物を出荷する

荷主に特別の割引および特別サービスを提供することができるというものである.ま た,タ イ

ム ・ボリューム ・レー トは同盟また盟外船の運賃率は一定期間に船積みされる貨物の量によっ

5)米 国航路における定期船海運を規制する新法律である.こ の海運法は,① 長年にわたる国際貿易慣行の

変化や貨物輸送技術の近代化,② 米国の各産業分野における規制緩和の進展など,米国定期船海運を取り

巻く環境の変化に対応するために1916年 の米国海運法(ShippingActof1916)が 抜本的に改正され,

1984年に施行されたものである。1984年米国海運法の骨子は,①船社間協定の独禁法適用除外の明確化,

②競争原理の導入,の2つ に集約される.前者は同盟の存続を容認するとともに,協 定の成立を容易にし

た点に特徴があり,後者は荷主に対するサービスの対価の決定について船社側の独自性と貨物契約量に基

づく数量割引制度を容認したところに特徴がある.こ の海運法では,同 盟への独禁法適用除外をこれまで

通り認める代わりに,1961年 のボナー法で認められた 「二重運賃制」(DualSystem)が 廃止され,運賃競

争が激化し,同盟,盟 外船社の運賃格差がなくなり,海運同盟の機能は実質的に崩れてしまう.詳細は,

海事産業研究所編 『1984年米国海運法の解説』成山堂,1984,48～62頁 および宮本清四郎 『海運同盟制

度論』海文堂,1968,60～74頁 を参照.
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て設定することができるというものである.こ れらは大量貨物を持った大荷主に低運賃を提供

する傾向を強める制度であった.こ れによって同盟の運賃拘東力は著 しく損 なわれることに

なった.

1984年 海運法の実施を契機に国際複合輸送は急激に進展 している.そ れに直面 した先進国

の同盟船社 は,構 造変化に通 してサービスの高度化 に努め,差 別化によるメリット性を図る一

方で,自 社系列の3PLの 設立に向かった.

船社系3PLの 設立の背景 としての要因は2つ がある.1つ は陸上系3PLの 台頭である.も

う1つ は海運業界における構造変化の一部あるいは二重運賃制の廃止で海運同盟が海上輸送の

サービスレベルをア ップさせ ることによる盟外船の進出の対策である.

5-2船 社系3PLの 現状 と戦略一 日本 郵船一 一

近年の船社系3PLを 代表する日本郵船の海外戦略では,① アジア ・オセアニア,② 日本,③

米国,④ 欧州 ・アフリカのように世界を 「四地域」に分けている.

以上の4つ の地域 に分けて統括する主流を占めている中で,特 に日系企業のアジア進出と日

中貿易の隆盛 とともに,ア ジア ・中国を中心に海外戦略を展開 している.

日本郵船がアジアにおける市場を細分化 して,そ の最大の目的は以下の2つ である.

① よりきめの細かい荷主対応

② 地域事情への配慮

同社は東アジア(管 轄地域 は,中 国,台 湾,フ ィリピン,ベ トナム)に は香港に,南 アジア ・

オセアニア(管 轄地域は,シ ンガポール,マ レーシア,タ イ,イ ンドネシア)に はシンガポー

ルにそれぞれの地域統括本部を置 き,営 業を行っている.ま た近年は,拡 大 ・多様化する荷主

の倉庫ニーズに対応 し,自 営施設の充実を図っている.

一方
,日 中貿易 において,商 社系3PLは 何 らかの方法で中国の同業 と連絡を取 り合い,相 互

代理店の契約をしている.こ の場合2国 間の代理店契約であるが,他 国の代理店をお互いに紹

介 しあって多国間の代理店契約を締結 しつつ海外ネ ットワークを構築 している.

この相互代理店契約により双方向,つ まり輸出複合輸送業務の場合 には海外提携代理店向け

に貨物 を送 り,そ の代理店が現地でその貨物の引渡 しを行 う.輸 入の場合には同じく海外提携

代理店から送 られてきた貨物 を受け荷主に引 き渡す業務を行 うこととなる.

しかし,日 系船社 を代表する日本郵船 ・三井商船 ・川崎汽船等はポー トツウポー ト輸送の領

域におけるハー ドウェアの整備に重点を置いたため,海外代理店の設立などが立ち遅れていた.

したがって,そ れらの船社系3PLの 陸上輸送サービス力は比較的低い.
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5-3ま とめ

上述 した船社系3PLの メリットと抱えている問題点 をまとめてみると,次 の通 りである.

(1)メ リット

① 十分 な信頼 と評価を得ている

②FCLの 依頼が多い

船社系3PLと 親会社 との関係は,主 に親会社の主導の下で行い,形 式上には資本関係や現役

社員の取締役派遣など経営において,直 接なつなが りがある.し たがって,親 会社の船社集荷

機能の補強は目的である.

船社系3PLは もっぱら親会社の輸送サービス(港 ・航路等)を 利用 し,親 会社が対応できな

い荷主からの需要に積極的に対応 している.そ して,こ の集荷競争においては親会社の社会的

な名声 に依存 した信用度 と経済性をセールスポイン トにし,加 えて親会社の情報ネッ トワーク

を効果的に活用 して,単 にLCLの みならず直貿メーカーからのFCLも 誘致している.

(2)抱 えている問題点

陸上輸送サービスカは比較的に低い

船社系3PLは ほとんど定期船会社 によって設立されている.特 定の地域(港 湾)に 向けて常

時一定の貨物が動 く場合,船 社 は出入する港湾 を定めて定期的に船舶 を就航させ る.こ のよう

に寄港地を定めて定期的に就航する航路が定期航路である.日 系船社 を代表する日本郵船 ・三

井商船 ・川崎汽船がほとんどの業務は定期船業務である.し たがって,こ れら船社 によって設

立された船社系3PLは,自 社運航船舶の集荷確保を中心 としているため,特 定の寄港地に定時

輸送 という定期船業務に直結するシステム編成 となり,荷 主のニーズに即応 した弾力的かつ有

効的な複合輸送サービスを提供する体系 になっていない.ま た,船 社はポー トツーポー ト輸送

の領域 におけるハー ドウェアの整備に重点を置いたため,内 陸までの輸送サービスの拡大,い

わば3PLの 設立が立ち遅れていたので,陸 上輸送サービス力は比較的に低い.

6日 系3PLに つ いてのイ ンタ ビュー

前述 したように,中 国の経済急成長によって,日 中貿易は近年ほぼ一貫 して大幅な増加を続

けている.中 国からの輸入は,1990年 から2003年 までの13年 間に金額ベースで約6倍 に増加

した.近 年,中 国が 「世界の工場」 としての地位 をますます高めていることや,日 本の製造業

が中国進出を進めていることによって,完 成品の日本への逆輸入,中 国か ら第3国 への輸出は

急激に伸 びている6).

6)新 納克広,「日本対東南アジアの複合輸送」,『海運経済研究』第31号,100～101頁 を参照。
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荷主である日本の製造業者や流通業者の中国進出が加速 しているので,生 産拠点や流通拠点

の海外流出が問題 となり,日 本国内の物流サービスの需要を減少させている.多 くの 日系3PL

業者,特 に商社系 と船社系3PLは,国 内物流での収入減を補って,国 際複合輸送サービスでの

新たな収入獲得を目指 し,荷 主とともに中国進出を図っている.そ して,各3PL業 者は低運賃

の提供で貨物 を誘致 し,収 益基盤 を拡大しているので,3PL業 界における競争が一層激 しく

なっている.こ れか ら厳 しい競争環境の中で生存 し,発 展 してい くために,よ り良い物流シス

テムを構築することにより,荷 主の信頼を得,売 上を伸ばすのを商社系 と船社系 を中心 とする

日系3PL事 業者は考えなければならない.

筆者 は2004年12月7日,12月21日 に,ブ ラザーロジテックの代表取締役社長の伊藤米幸

氏 と名港海運株式会社国際物流部部長の山田徹氏 にインタビューを試みた.輸 送の需要側(荷

主)と 輸送の供給側(国 際複合輸送業者)の 実務家か ら3PLの 現状及び今後の発展について,

お話を伺 うことができた.そ の一部を以下の通 りに整理 した.

ブラザーロジテック株式会社 でのインタビュー

筆者:ブ ラザーロジテックは3PL事 業への参入 を考えていますか,あ るいはすでに参入 してい

ますか.

伊藤社長:ブ ラザーロジテックは3PL事 業への参入まだしていません.現 状 としては,3PL事

業での競争は非常に厳 しくなっています.な ぜ なら,貿 易が 日々頻繁になり,輸 送業者は荷

主のニーズに応え られなくなっています.こ の状態に対 し,既 存業務の 「防衛手段」として,

荷主は3PL業 務へ参入する者 も少なくありません.

筆者:な ぜかブラザーが3PL業 務に参入 しない理由を教 えていただきたいですが.

伊藤社長:3PLが 国際複合輸送市場への進出するとき,ハ ー ドウェアに対する新規投資の必要

はなかったのですが,現 在,ほ とんどの3PL業 者はハー ドウェアを持って運営 しています.

たとえば,日 本通運の3PLは トラックを持 って,国 内外で も倉庫 を設立 しています.た だ,

ブラザーの本業は輸送ではないので,多 くの物流関係資本の将来性 と採算性について十分検

討を加 えないままでは,国 際複合輸送市場へ参入するつ もりがありません.と ころが,先 ほ

ど言ったように既存業務の 「防衛手段」ですので,将 来においての可能性 としては,ブ ラザー

は3PL業 務に参入計画を立てる必要があると思います.

筆者:ブ ラザーは3PL業 者を通 して貨物を輸送していますか.

伊藤社長:ブ ラザーロジテックはブラザーの物流子会社 として,自 社製品の国内配達,海 外輸

出,ま た中国から第3国 への輸出の陸上輸送のほんの一部だけを担 っています.そ の大部分

の輸送業務はやは り3PL業 者に頼んでいます.

筆者:荷 主の立場か ら見れば,商 社系などの3PL事 業者にはどんな欠点があ りますか.

伊藤社長:そ うですね,弱 点というならば,商 社系の客層は非常に限定されています.た とえ
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ば,商 社系3PLは ほとんど親会社の貨物のみ取 り扱っていますので,物 流業者としてほかの

中小貿易業者 らを対象 とすることは非常に少ないのです.も ちろん,親 会社 と競争関係があ

る他商社の貨物 もほとんど取 り扱っていないと思います.

筆者:こ う言った問題に対 して私は商社が船社 と協 同して,業 務を行 ったほうが競争力一層強

くなれると思ってお りますが,伊 藤社長のご意見を伺いたいと思います.

伊藤社長:我 々大手メーカー業界が生産性向上の頭打ち,貿 易競争の過激化に対 して,物 流合

理化への要請に迫 られていることは実情です.複 合輸送方式は従来の輸送方式より進んでい

ますが,し かし,ま す ます拡大 してきた貿易に対 しては,限 界があると思います.特 に日本

での輸出入業務,さ らに日本企業が進出 している生産現場,例 えば中国か ら第3国 への輸出

業務がます ます増えてい く傾向があ ります.今 の3PL業 者 はこれか ら変化 してい く荷主

ニーズへの対応 はどうすべ きか,あ るいは3PL業 務の今後の発展方向を考えます と船舶輸

送の機能がキーポイン トですので,商 社 あるいは大手メーカーが船社 を取 り込んだ体系の

3PLが あればとよい と思います.商 社,大 手メーカー との共同出資で設立する3PLは,も っ

とも有効的な方法ではないかと思います.そ れも我々荷主にとって望む ところです.

名港海運株式会社国際物流部 でのインタビュー

筆者:3PLビ ジネスは従来の輸送システムと比べ ると,な にか違いがあ りますか?

山田部長:3PLビ ジネスのほうは,輸 送サー ビスを重視 しているところですね.す べての輸送

責任 を負うこと,荷 主の立場に立って物流システムについて提案す ること,通 し運賃を提示

すること,こ の3つ の要件は3PLの 特徴 と言えるで しょう.過 去の輸送方式 と比べて,輸 送

手配は非常に簡略化 しました.ま た,そ れによって トラブル処理機能 も高 くなってきました.

さらに,輸 送時間及び運賃を自由に選択ができますので,通 関などのきめ細かなサービスと

いう数々のメリットがあると思います.

筆者:3PL業 務は誰で もできますか.

山田部長:確 かに3PLは,船 社系や商社系などに分けて,そ れぞれの系別があ りますが,誰 で

もできるわけではあ りません.名 港海運は欧米向け航路 とアジア向け航路 などのB/L7)(船

荷証券)の 発行ができますが,北 米向け航路のB/Lの 発行がで きません.そ れは米国連邦海

事委員会に登録 しないと発行の権利がないことです.B/L発 行できなかった ら,も ちろん,

3PL業 務 も話題外になります.

筆者:3PLは 船舶を利用す るとき,同 盟船社 と盟外船社の選択ができます.し かし現状では,

盟外船社の運賃が安いので,ほ とんどの場合,盟 外船社 を選択 しているそ うです.同 盟船社

7)貨 物が貸仕出し地から仕向け地まで複数の輸送人によって,一 貫輸送される場合,貨 物が最初に船積み

されたときに第1輸 送人によって発行されたB/L(船 荷証券)が すべての運送区間をカバーする場合,こ

れをB/Lと いう.

-60一



は盟外船社に流れていく顧客を引 き止めるには,ど んな対策を採っているのでしょうか?

山田部長:コ ンテナ航路における同盟船社は盟外船社 との激しい競争の中で,盟 外船社の低運

賃に対しては,集 荷力に集中 してきました.例 えば,内 陸輸送システムと一貫とした輸送体

制の3PLが 整備 されていたことがその対策の一つ と言えるでしょう.と 言 っても,同 盟船

社 と盟外船社の競争関係は過去の問題となっています.今 はほとんど自由競争になっている

と思います.

筆者:商 社系3PLと 船社系3PLと の業務上の特徴はそれぞれ何かあ りますか.

山田部長:商 社系3PLは 小 口貨物の輸出混載業務 を中心 としています.こ の業務はコンテナ

詰めの貨物に限定するので,一 本のコンテナに集荷 した多 くの荷主の小 口貨物 を積み合わせ

て輸送しています.そ れに対 して,船 社系3PLは,小 口貨物の集荷はもちろんですが,大 口

貨物が中心 となっています.ち なみに,ア ジアにおいては特に日中間貨物の輸出入はほとん

ど海上輸送を中心 としていることで,船 社系3PLの 会社に対す る信頼性が高いです.で す

か ら,商 社系3PLよ り大口貨物の依頼が多いです.

筆者:先 ほ どおっしゃっていた船社系 ・商社系3PLな どは,「3PL」 と呼んでいますが,実 際に

親会社 との緊密な関係で,親 会社の船 ・トラックなどを低 コス トで利用することもできると

思いますが,そ うですか?

山田部長:ノ ーアセ ット3PL8)あ るいは実輸送手段を持たない3PL業 者は,こ れまでに,船 社

と陸運業者 との間に信頼関係が構築 されてきました.そ れは交渉で船社 と陸運業者の船舶あ

るいは トラックなどを利用 しています.ま た船社系3PLは,船 社の子会社ですので,確 かに

親会社の協力によって,便 利 しかもコス トが比較的に安 く船舶を利用することがで きます.

それだけではな く,航 路や親会社の海外代理店のネットワークまでも利用 しています.

筆者:今 の大型 コンテナ船にとっては船腹過剰問題があると思いますが,そ の解決方法は何か

ありますか.

山田部長:船 腹過剰問題は確かに存在 しています.解 決方法の1つ として,船 社系3PLの 集荷

力を極力高めることによって,船 腹過剰率を低減させることも考えられます.

筆者:船 社系3PLの 輸送システムにはなにか欠点がありますか.

山田部長:船 社はポー トツーポー ト輸送の領域におけるハー ドウェアの整備に重点をおいたた

め,内 陸までの一貫輸送サービスの拡大,あ るいは3PLの 設立に立ち遅れています.ま たそ

の陸上輸送サービス力は大手商社系3PLな どと比べて低いという弱点 も挙げられると思い

ます.

筆者:船 社 と商社などが協同して設立する新体系の3PLを 考 えていますが,い かがでしょうか.

山田部長:大 手商社 と倉庫業者の共同出資により3PLを 設立 したことはあ ります.そ の最大

8)ハ ードウェアがまったく持たない3PL業 者は業界用語において 「ノーアセット3PL」という.
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の理由は,や は りこれから拡大 してい く輸出入業務への対応だ と思います.倉 庫業者は主要

港湾 において倉庫 などのハー ドウェアを持っています.ま た,港 湾施設その他の処理能力 と,

さらに倉庫会社 としての最 も有力な トラック輸送組織 と物流拠点 も持 っています.そ れに対

して,大 手商社はすでに定着 した国際的基盤 を有 しているので,両 者の力を合わせることに

より,優 れた国際複合輸送会社を設立することがで きました.で すから,船 社 と商社などの

協同で新体系の3PLの 創立は,こ うした大手商社 と倉庫業者の合併 した事例が参考になる

のではないかと思います.荷 主の高まっているニーズへの対応 と,先 ほど言った船腹過剰問

題の解決などが可能になるもの と思います.

7お わ り に

7-1結 論

日本の製造業者や流通業者の中国進出が加速 しているので,生 産拠点や流通拠点の海外流出

が問題 になり,日 本国内の物流サー ビスの需要を減少させている.日 系3PL業 者,特 に商社系

3PLは,国 内物流での収入減を補って,国 際複合輸送サービスでの新たな収入獲得を目指 し,

親会社 とともに中国進出を図っている.各3PL業 者が低運賃提供で貨物 を誘致 し,収 益基盤

を拡大することで,3PL業 界における競争 も一層激 しくなっている.こ の時代の流れに乗 り,

3PL事 業は急速に拡大 してきた一方,激 しい競争 に直面 して,勝 ち抜けていくためには,上 述

した大手商社系を中心 とする陸上系3PLと 船社系3PLが よりよい物流 システムを捉 えること

は大切である.

アジア及び日中複合輸送ルー トは海上を中心 としているので,日 中複合輸送における各3PL

の うち,船 社系3PLは 最も重要な役割を果た している.船 社系3PLは もっぱら親会社の輸送

サービス(港 ・航路等)を 利用 し,親 会社が対応できない荷主か らの需要に積極的に対応 して

いる.そ して,こ の集荷競争においては親会社の社会的な名声 に依存 した信用度と経済性 を

セールポイントにし,親 会社の情報ネットワークを効果的に活用 して,単 にLCLの みならず,

FCLも 誘致 している.

一方 において,日 系船社 を代表する日本郵船 ・三井商船 ・川崎汽船がほとんどの業務は定期

船業務である.特 定の地域(港 湾)に 向けて常時一定の貨物が動 く場合,船 社は出入する港湾

を定めて定期的に船舶を就航 させるので,こ れら船社 によって設立された船社系3PLは,自 社

運航船舶の集荷確保 を中心 としているため,特 定の寄港地に定時輸送 という定期船業務に直結

するシステム編成 となり,荷 主のニーズに即応 した弾力的な複合輸送サービスを提供する体系

になっていない.

また,船社はポー トツーポー ト輸送の領域におけるハー ドウェアの整備に重点を置いたため,
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内陸までの輸送サービスの拡大,海 外支店の設立などあるいは3PLの 設立が立ち遅れていた.

したがって,陸 上輸送サービスカは比較的低い.

船社系3PLは 荷主の個別的欲求に最 も適合する輸送ルー トを編成 し,こ れをコントロール

する内陸輸送体制を整備 し,多 様な輸送システムを用意できなければならない.

一方
,第4節 でまとめたように,ほ とんどの商社系3PLは 集荷力を高めるため,国 内外にお

ける拠点の拡大を進め,イ ンターネットの活用 を基本 としたシステムを開発 している.荷 主の

ニーズを取 り入れて独 自の情報ネッ トワークを作 り上げ,世 界を結ぶ輸送拠点 と情報 ネット

ワークを整備 し,「点から面へ」の取 り込み も視野に入れている.そ して,実 輸送手段(ト ラッ

ク,倉 庫)を 持ち,総 合的な輸送サービスを提供 している.

しかし,ア ジアにおいて特 に日中間の複合輸送には,98%が 海上輸送で行っている.船 舶 を

持たな く,海 上輸送 としての経験が少ない商社系3PLは 船社系3PLと 比べ ると,複 合輸送業

者 としての知名度は乏 しい.ま た,船 舶と航路などを利用 しなければならない,実 際の荷主か

ら十分な信頼 と評価 を得 られていないことは実情であるので,FCLの 依頼が少ない.

商社系3PLの 取扱貨物はほとん ど親会社の貨物であ り,物 流業者 として取 り扱っているほ

かの貿易業者の貨物は非常に少ない.ま して親会社 と競争関係がある他社 の貨物は取 り扱って

いない.こ れに関連 して,あ る商社 は「商社系3PLの 設立による国際複合輸送業務への進出は,

全物流領域へ侵入することを目指 したものではない,あ くまで も自社系列の輸送業務を行って

いる」 と述べている.物 流領域 を拡大する意図があるとしても,現 時点では,競 争関係に立つ

他社の貨物の集荷は困難であると考えられる.し か し,将 来においては,商 社系3PLが 物流分

野での収益拡大を目指 して,積極的な物流領域 を拡大することは十分に考えられることである.

以上の分析を念頭において,こ こでは,今 後,厳 しい競争環境に直面し,収 益基盤を拡大す

るために,日 中複合輸送業務を担 っている商社系3PLが 船社系3PLを 取 り込んだ形態の新規

な3PLを 提案 している.

日系3PL業 者がかかる競争圧力の影響を最小化 しうるのは,ほ かならない市場のニーズ,あ

るいは荷主の欲求を最 も満足 させるサービスの提供 において,競 合他社 よりも優れた個性を発

揮す ることである.し たがって,独 自の優れた内陸輸送システムを備 えている商社系3PLと

信頼1生の高い船社系3PLと が協 同して,新 体系の3PLを 設立することが望 まれる.信 頼性が

高 く,大 口貨物の依頼が多い船社系3PLと,混 載差益 を狙 うために小口貨物を取扱,輸 送拠点

が多い商社系3PLの 組み合わせ によって形成される トータルな複合輸送システムには,競 合

他社に容易に追随されないので,比 較的に安定 した市場で優位な競争地位を保持できる.

7-2今 後の課題

新体系の3PLの 設立手法については,提 携 合併及び提携か ら合併へ という3つ の手段が考
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えられる.合 併 という ドラスティックな手段により,組 織や輸送活動その ものを短時間で変革

し活性化できる.し か し,合 併相手が投資や負債 などで潜在的リスクを抱えていた り,マ ネジ

メントの方法が大きく異なっていた りすると,そ れらを克服する共通項を作ることに大 きなエ

ネルギーが費やされる.

一方
,提 携は合併に比べ柔軟で,優 れた輸送ノウハウやグローバルな情報網など,お 互いに

持っているものを最大限に活用 し,役 割分担によりシナジー効果を創出することができる.し

か し,責 任の所在が不明確で,経 営危機 に共同対応で きないとい う欠点もある.

また,長 期間の提携を通 じ,相 手を理解 した上で,合 併に踏み切る設立手段はケースバイケー

スで最良の方法ではないかと考える.ど のような手段 を採用 して,能 率的な複合輸送機能が発

揮できるかは,今 後の課題 として考えなければならない.
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